
条

例

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
四
十
号

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
山
口
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
製
造
た
ば
こ
と
み
な
す
場
合
）

第
六
十
四
条
の
二

加
熱
式
た
ば
こ
の
喫
煙
用
具
で
あ
つ
て
加
熱
に
よ
り
蒸
気
と
な
る
グ
リ
セ
リ
ン
そ
の
他
の
物
品
又
は
こ
れ
ら
の
混
合
物
を
充
塡
し
た
も
の
（
た
ば

こ
事
業
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
会
社
そ
の
他
の
施
行
令
で
定
め
る
者
に
よ
り
売
渡
し
、
消
費
等
又
は
引
渡
し
が
さ
れ
た
も
の
及
び
輸
入
さ
れ
た
も
の
に
限

る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
「
特
定
加
熱
式
た
ば
こ
喫
煙
用
具
」
と
い
う
。
）
は
、
製
造
た
ば
こ
と
み
な
し
て
、
こ
の
節
の
規
定
を
適
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
加
熱
式
た
ば
こ
喫
煙
用
具
に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
区
分
は
、
加
熱
式
た
ば
こ
と
す
る
。

第
六
十
五
条
第
一
項
中
「
消
費
等
（
」
の
下
に
「
第
三
項
第
三
号
イ
及
び
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
製
造
た
ば
こ
」
の
下
に
「
（
加
熱
式
た
ば
こ
を
除

く
。
）
」
を
加
え
、
「
喫
煙
用
の
紙
巻
き
た
ば
こ
」
を
「
紙
巻
た
ば
こ
」
に
、
「
当
該
下
欄
」
を
「
同
表
の
下
欄
」
に
改
め
、
同
項
後
段
を
削
り
、
同
項
の
表
第
一
号

山 口 県 報平成30年７月10日 火曜日 （号 外−33）

一

平 成 30 年
７月10日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
条
例

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

九

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
立
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

一
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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イ
中
「
パ
イ
プ
た
ば
こ
」
を
「
葉
巻
た
ば
こ
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
葉
巻
た
ば
こ
」
を
「
パ
イ
プ
た
ば
こ
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

⚓

加
熱
式
た
ば
こ
に
係
る
第
一
項
の
製
造
た
ば
こ
の
本
数
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
計
算
し
た
紙
巻

た
ば
こ
の
本
数
、
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
〇
・
二
を
乗
じ
て
計
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法

に
よ
り
換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
〇
・
二
を
乗
じ
て
計
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
の
合
計
数
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

加
熱
式
た
ば
こ
（
特
定
加
熱
式
た
ば
こ
喫
煙
用
具
を
除
く
。
）
の
重
量
の
一
グ
ラ
ム
を
も
つ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
一
本
に
換
算
す
る
方
法

二

加
熱
式
た
ば
こ
の
重
量
（
フ
ィ
ル
タ
ー
そ
の
他
の
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
係
る
部
分
の
重
量
を
除
く
。
）
の
〇
・
四
グ
ラ
ム
を
も
つ
て
紙
巻
た
ば
こ
の

〇
・
五
本
に
換
算
す
る
方
法

三

次
に
掲
げ
る
加
熱
式
た
ば
こ
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額
の
紙
巻
た
ば
こ
の
一
本
の
金
額
に
相
当
す
る
金
額
と
し
て
施
行
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
を
も
つ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
〇
・
五
本
に
換
算
す
る
方
法

イ

売
渡
し
等
の
時
に
お
け
る
小
売
定
価
（
た
ば
こ
事
業
法
第
三
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
小
売
定
価
を
い
う
。
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
加

熱
式
た
ば
こ

当
該
小
売
定
価
に
相
当
す
る
金
額
（
消
費
税
法
の
規
定
に
よ
り
課
さ
れ
る
べ
き
消
費
税
に
相
当
す
る
金
額
及
び
第
三
節
の
規
定
に
よ
り
課
さ
れ

る
べ
き
地
方
消
費
税
に
相
当
す
る
金
額
を
除
く
。
）

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
加
熱
式
た
ば
こ

た
ば
こ
税
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
条
第
三
項
第
二
号
ロ
及
び
第
四
項
の
規
定
の
例
に
よ

り
算
定
し
た
金
額

第
六
十
五
条
の
二
中
「
八
百
六
十
円
」
を
「
九
百
三
十
円
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
五
条
の
二
第
三
項
中
「
第
三
十
七
条
の
七
ま
で
、
第
三
十
七
条
の
九
の
四
又
は
第
三
十
七
条
の
九
の
五
」
を
「
第
三
十
七
条
の
六
ま
で
、
第
三
十
七
条
の

八
又
は
第
三
十
七
条
の
九
」
に
改
め
る
。

第
二
条

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
九
条
の
八
中
「
の
額
に
」
を
「
の
額
を
基
礎
と
し
て
施
行
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
で
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
の
十
四
及
び
第
三
十
九
条
の
二
十
中
「
に
あ
ん
分
し
て
」
を
「
を
基
礎
と
し
て
施
行
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
で
按
分
し
て
」
に
改
め

る
。第

六
十
七
条
の
七
第
三
項
中
「
第
六
章
」
を
「
第
七
章
」
に
改
め
る
。

第
三
条

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
六
十
五
条
第
三
項
中
「
〇
・
八
」
を
「
〇
・
六
」
に
、
「
〇
・
二
」
を
「
〇
・
四
」
に
改
め
る
。

第
四
条

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
二
項
中
「
所
得
割
」
を
「
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
二
千
五
百
万
円
以
下
で
あ
る
所
得
割
」
に
、
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
二
中
「
所
得
割
の
納
税
義
務
者
」
を
「
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
二
千
五
百
万
円
以
下
で
あ
る
所
得
割
の
納
税
義
務
者
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
第
五
項
中
「
第
七
十
二
条
の
三
十
三
第
三
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
三
十
一
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
の
五
中
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
第
三
項
中
「
〇
・
六
」
を
「
〇
・
四
」
に
、
「
〇
・
四
を
」
を
「
〇
・
六
を
」
に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
の
二
中
「
九
百
三
十
円
」
を
「
千
円
」
に
改
め
る
。

第
五
条

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
五
条
第
三
項
中
「
〇
・
四
を
」
を
「
〇
・
二
を
」
に
、
「
〇
・
六
」
を
「
〇
・
八
」
に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
の
二
中
「
千
円
」
を
「
千
七
十
円
」
に
改
め
る
。

第
六
条

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
四
条
の
二
中
「
及
び
次
条
第
三
項
第
一
号
」
を
削
る
。

第
六
十
五
条
第
一
項
中
「
第
三
項
第
三
号
イ
」
を
「
第
三
項
第
二
号
イ
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
号
」
を
「
次
」
に
改
め
、
「
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に

〇
・
二
を
乗
じ
て
計
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
、
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
計
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本

数
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
計
算
し
た
」
を
削
り
、
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三

号
を
第
二
号
と
す
る
。

（
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
七
条

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
山
口
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
六
項
中
「
、
平
成
二
十
八
年
改
正
後
の
条
例
」
を
「
、
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平

成
三
十
一
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
る
。
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附
則
第
十
七
項
中
「
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
」
を
「
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
」
に
、
「
二
百
四
円
」
を
「
二
百
七
十
四
円
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
八
項
の
表
附
則
第
八
項
の
項
中
「
平
成
三
十
一
年
四
月
三
十
日
」
を
「
平
成
三
十
一
年
十
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
表
附
則
第
十
項
の
項
中
「
平
成
三

十
一
年
九
月
三
十
日
」
を
「
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
中
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
附
則
第
十
五
条
の
二
第
三
項
の
改
正
規
定

平
成
三
十
一
年
一
月
一
日

二

第
二
条
及
び
附
則
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

三

第
三
条
及
び
附
則
第
十
三
項
の
規
定

平
成
三
十
一
年
十
月
一
日

四

第
四
条
（
次
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定

平
成
三
十
二
年
四
月
一
日

五

第
四
条
中
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
第
六
十
五
条
第
三
項
及
び
第
六
十
五
条
の
二
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
十
四
項
か
ら
第
二
十
項
ま
で
の
規
定

平
成
三
十

二
年
十
月
一
日

六

第
四
条
中
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
第
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
二
十
七
条
の
二
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
五
項
の
規
定

平
成
三
十
三
年
一
月
一
日

七

第
五
条
及
び
附
則
第
二
十
一
項
か
ら
第
二
十
七
項
ま
で
の
規
定

平
成
三
十
三
年
十
月
一
日

八

第
六
条
及
び
附
則
第
二
十
八
項
の
規
定

平
成
三
十
四
年
十
月
一
日

（
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

⚒

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
（
以
下
「
平
成
三
十
一
年
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
十
九
条
の
八
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一

年
度
以
後
に
市
町
に
対
し
交
付
す
べ
き
利
子
割
交
付
金
（
支
払
を
受
け
る
べ
き
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
第
十
四
号

に
掲
げ
る
利
子
等
の
額
に
よ
り
課
す
る
県
民
税
に
係
る
交
付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
三
十
年
度
ま
で
に
市
町
に
対
し
交
付
す
る
利
子
割

交
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

⚓

平
成
三
十
一
年
改
正
後
の
条
例
第
三
十
九
条
の
十
四
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
度
以
後
に
市
町
に
対
し
交
付
す
べ
き
配
当
割
交
付
金
（
支
払
を
受
け
る
べ
き
地
方

税
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
特
定
配
当
等
の
額
に
よ
り
課
す
る
県
民
税
に
係
る
交
付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
三
十
年

度
ま
で
に
市
町
に
対
し
交
付
す
る
配
当
割
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山 口 県 報平成30年７月10日 火曜日 （号 外−33）

四



⚔

平
成
三
十
一
年
改
正
後
の
条
例
第
三
十
九
条
の
二
十
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
度
以
後
に
市
町
に
対
し
交
付
す
べ
き
株
式
等
譲
渡
所
得
割
交
付
金
（
地
方
税
法
第

二
十
三
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
よ
り
課
す
る
県
民
税
に
係
る
交
付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
三
十

年
度
ま
で
に
市
町
に
対
し
交
付
す
る
株
式
等
譲
渡
所
得
割
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

⚕

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
第
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
は
、
平
成
三
十
三
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の

県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
三
十
二
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
県
た
ば
こ
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

⚖

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
っ
た
県
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

⚗

平
成
三
十
年
十
月
一
日
前
に
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
売
渡
し
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
売
渡
し
若
し
く
は
消
費
等
（
同
条

例
第
六
十
五
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
売
渡
し
を
除
く
。
以
下
「
売
渡
し
等
」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ
た
製
造
た
ば
こ
（
山
口
県
税
賦
課
徴
収

条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
山
口
県
条
例
第
三
十
九
号
）
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
紙
巻
た
ば
こ
三
級
品
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
、
次
項
及
び

附
則
第
十
二
項
に
お
い
て
「
製
造
た
ば
こ
」
と
い
う
。
）
を
同
日
に
販
売
の
た
め
所
持
す
る
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
卸
売
販
売
業

者
等
（
以
下
「
卸
売
販
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
又
は
小
売
販
売
業
者
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
者
が
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十

年
法
律
第
七
号
。
以
下
「
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
製
造
た
ば
こ
の
製
造
者
と
し
て
当
該
製
造
た
ば
こ
を
同
日
に

こ
れ
ら
の
者
の
製
造
た
ば
こ
の
製
造
場
か
ら
移
出
し
た
も
の
と
み
な
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
た
ば
こ
税
を
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
卸
売
販

売
業
者
等
と
し
て
当
該
製
造
た
ば
こ
を
同
日
に
小
売
販
売
業
者
に
売
り
渡
し
た
も
の
と
み
な
し
て
県
た
ば
こ
税
を
課
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
県
た
ば
こ
税
の
課
税

標
準
は
、
当
該
売
り
渡
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
製
造
た
ば
こ
の
本
数
と
し
、
当
該
県
た
ば
こ
税
の
税
率
は
、
千
本
に
つ
き
七
十
円
と
す
る
。

⚘

前
項
に
規
定
す
る
者
は
、
卸
売
販
売
業
者
等
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
製
造
た
ば
こ
の
貯
蔵
場
所
ご
と
に
、
小
売
販
売
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
製
造
た
ば
こ
を
直

接
管
理
す
る
当
該
小
売
販
売
業
者
の
営
業
所
ご
と
に
、
地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る

様
式
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

所
持
す
る
製
造
た
ば
こ
の
区
分
（
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
号
。
以
下
「
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
第
七
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
製
造
た
ば
こ
の
区
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
区
分
ご
と
の
数
量
並
び
に
当
該
数
量
の
う

ち
売
渡
し
等
が
行
わ
れ
た
も
の
に
よ
り
算
出
し
た
県
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
と
な
る
製
造
た
ば
こ
の
本
数

二

前
号
の
課
税
標
準
と
な
る
製
造
た
ば
こ
の
本
数
に
よ
り
算
定
し
た
前
項
の
規
定
に
よ
る
県
た
ば
こ
税
額
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三

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

⚙

附
則
第
七
項
に
規
定
す
る
者
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
、
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
市
町
村
た
ば
こ
税
に
係
る
申
告
書

又
は
所
得
税
法
等
改
正
法
附
則
第
五
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
た
ば
こ
税
に
係
る
申
告
書
と
併
せ
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
市
町
村
長
又
は
税
務
署
長
に
提

出
し
た
と
き
は
、
そ
の
提
出
を
受
け
た
市
町
村
長
又
は
税
務
署
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
受
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
申

告
書
は
、
知
事
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

10

附
則
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
ま
で
に
、
当
該
申
告
書
に
記
載
し
た
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
県
た
ば
こ
税
額
に

相
当
す
る
金
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

11

附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
県
た
ば
こ
税
を
課
す
る
場
合
に
は
、
同
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
口
県
税
賦

課
徴
収
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
県
た
ば
こ
税
に
関
す
る
部
分
（
改
正
後
の
条
例
第
六
十
五
条
第
一
項
、
第
六
十
五
条
の
二
、
第
六
十

五
条
の
三
、
第
六
十
五
条
の
五
及
び
第
六
十
五
条
の
七
の
規
定
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
改
正
後
の
条
例
の
規
定

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
六
十
五
条
第
二
項

前
項

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
山
口
県
条
例
第
四

十
号
。
次
項
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
七
項

第
六
十
五
条
第
三
項

第
一
項

平
成
三
十
年
改
正
条
例
附
則
第
七
項

12

卸
売
販
売
業
者
等
が
、
販
売
契
約
の
解
除
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
小
売
販
売
業
者
に
売
り
渡
し
た
製
造
た
ば
こ
の
う
ち
、
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ

り
県
た
ば
こ
税
を
課
さ
れ
た
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
返
還
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
県
た
ば
こ
税
に
相
当
す
る
金
額
を
、
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
第
六
十

五
条
の
七
の
規
定
に
準
じ
て
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
製
造
た
ば
こ
に
つ
き
納
付
さ
れ
た
、
又
は
納
付
さ
れ
る
べ
き
県
た
ば
こ
税
額
に
相
当
す
る
金
額
に
係
る
控
除

又
は
還
付
に
併
せ
て
、
当
該
卸
売
販
売
業
者
等
に
係
る
県
た
ば
こ
税
額
か
ら
控
除
し
、
又
は
当
該
卸
売
販
売
業
者
等
に
還
付
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
卸
売

販
売
業
者
等
が
同
条
例
第
六
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
べ
き
申
告
書
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
返
還
に
係
る
製
造
た
ば
こ

の
品
目
ご
と
の
本
数
に
つ
い
て
の
明
細
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

13

平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
前
に
課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
っ
た
県
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

14

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
平
成
三
十
二
年
十
月
一
日
前
に
課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
っ
た
県
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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15

平
成
三
十
二
年
十
月
一
日
前
に
売
渡
し
等
が
行
わ
れ
た
製
造
た
ば
こ
を
同
日
に
販
売
の
た
め
所
持
す
る
卸
売
販
売
業
者
等
又
は
小
売
販
売
業
者
が
あ
る
場
合
に
お
い

て
、
こ
れ
ら
の
者
が
所
得
税
法
等
改
正
法
附
則
第
五
十
一
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
製
造
た
ば
こ
の
製
造
者
と
し
て
当
該
製
造
た
ば
こ
を
同
日
に
こ
れ
ら
の
者
の
製
造

た
ば
こ
の
製
造
場
か
ら
移
出
し
た
も
の
と
み
な
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
た
ば
こ
税
を
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
卸
売
販
売
業
者
等
と
し
て
当

該
製
造
た
ば
こ
を
同
日
に
小
売
販
売
業
者
に
売
り
渡
し
た
も
の
と
み
な
し
て
県
た
ば
こ
税
を
課
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
県
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
は
、
当
該
売
り

渡
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
製
造
た
ば
こ
の
本
数
と
し
、
当
該
県
た
ば
こ
税
の
税
率
は
、
千
本
に
つ
き
七
十
円
と
す
る
。

16

前
項
に
規
定
す
る
者
は
、
卸
売
販
売
業
者
等
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
製
造
た
ば
こ
の
貯
蔵
場
所
ご
と
に
、
小
売
販
売
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
製
造
た
ば
こ
を
直

接
管
理
す
る
当
該
小
売
販
売
業
者
の
営
業
所
ご
と
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
様
式
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
平
成
三
十
二
年
十
一
月
二
日
ま

で
に
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

所
持
す
る
製
造
た
ば
こ
の
区
分
及
び
区
分
ご
と
の
数
量
並
び
に
当
該
数
量
の
う
ち
売
渡
し
等
が
行
わ
れ
た
も
の
に
よ
り
算
出
し
た
県
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
と
な

る
製
造
た
ば
こ
の
本
数

二

前
号
の
課
税
標
準
と
な
る
製
造
た
ば
こ
の
本
数
に
よ
り
算
定
し
た
前
項
の
規
定
に
よ
る
県
た
ば
こ
税
額

三

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

17

附
則
第
十
五
項
に
規
定
す
る
者
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
、
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
市
町
村
た
ば
こ
税
に
係
る
申
告

書
又
は
所
得
税
法
等
改
正
法
附
則
第
五
十
一
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
た
ば
こ
税
に
係
る
申
告
書
と
併
せ
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定

す
る
市
町
村
長
又
は
税
務
署
長
に
提
出
し
た
と
き
は
、
そ
の
提
出
を
受
け
た
市
町
村
長
又
は
税
務
署
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
受
理
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
申
告
書
は
、
知
事
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

18

附
則
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
当
該
申
告
書
に
記
載
し
た
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
県
た
ば
こ

税
額
に
相
当
す
る
金
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

19

附
則
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
県
た
ば
こ
税
を
課
す
る
場
合
に
は
、
同
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
附
則
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
（
以
下
「
平
成
三
十
二
年
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
県
た
ば
こ
税
に
関
す
る
部
分
（
平
成
三
十
二
年
改
正
後
の
条

例
第
六
十
五
条
第
一
項
、
第
六
十
五
条
の
二
、
第
六
十
五
条
の
三
、
第
六
十
五
条
の
五
及
び
第
六
十
五
条
の
七
の
規
定
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
平
成
三
十
二
年
改
正
後
の
条
例
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
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第
六
十
五
条
第
二
項

前
項

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
山
口
県
条
例
第
四

十
号
。
次
項
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
五
項

第
六
十
五
条
第
三
項

第
一
項

平
成
三
十
年
改
正
条
例
附
則
第
十
五
項

20

卸
売
販
売
業
者
等
が
、
販
売
契
約
の
解
除
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
小
売
販
売
業
者
に
売
り
渡
し
た
製
造
た
ば
こ
の
う
ち
、
附
則
第
十
五
項
の
規
定
に

よ
り
県
た
ば
こ
税
を
課
さ
れ
た
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
返
還
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
県
た
ば
こ
税
に
相
当
す
る
金
額
を
、
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
第
六

十
五
条
の
七
の
規
定
に
準
じ
て
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
製
造
た
ば
こ
に
つ
き
納
付
さ
れ
た
、
又
は
納
付
さ
れ
る
べ
き
県
た
ば
こ
税
額
に
相
当
す
る
金
額
に
係
る
控

除
又
は
還
付
に
併
せ
て
、
当
該
卸
売
販
売
業
者
等
に
係
る
県
た
ば
こ
税
額
か
ら
控
除
し
、
又
は
当
該
卸
売
販
売
業
者
等
に
還
付
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
卸

売
販
売
業
者
等
が
同
条
例
第
六
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
べ
き
申
告
書
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
返
還
に
係
る
製
造
た
ば

こ
の
品
目
ご
と
の
本
数
に
つ
い
て
の
明
細
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

21

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
平
成
三
十
三
年
十
月
一
日
前
に
課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
っ
た
県
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

22

平
成
三
十
三
年
十
月
一
日
前
に
売
渡
し
等
が
行
わ
れ
た
製
造
た
ば
こ
を
同
日
に
販
売
の
た
め
所
持
す
る
卸
売
販
売
業
者
等
又
は
小
売
販
売
業
者
が
あ
る
場
合
に
お
い

て
、
こ
れ
ら
の
者
が
所
得
税
法
等
改
正
法
附
則
第
五
十
一
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
製
造
た
ば
こ
の
製
造
者
と
し
て
当
該
製
造
た
ば
こ
を
同
日
に
こ
れ
ら
の
者
の
製

造
た
ば
こ
の
製
造
場
か
ら
移
出
し
た
も
の
と
み
な
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
た
ば
こ
税
を
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
卸
売
販
売
業
者
等
と
し
て

当
該
製
造
た
ば
こ
を
同
日
に
小
売
販
売
業
者
に
売
り
渡
し
た
も
の
と
み
な
し
て
県
た
ば
こ
税
を
課
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
県
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
は
、
当
該
売

り
渡
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
製
造
た
ば
こ
の
本
数
と
し
、
当
該
県
た
ば
こ
税
の
税
率
は
、
千
本
に
つ
き
七
十
円
と
す
る
。

23

前
項
に
規
定
す
る
者
は
、
卸
売
販
売
業
者
等
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
製
造
た
ば
こ
の
貯
蔵
場
所
ご
と
に
、
小
売
販
売
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
製
造
た
ば
こ
を
直

接
管
理
す
る
当
該
小
売
販
売
業
者
の
営
業
所
ご
と
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
様
式
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
平
成
三
十
三
年
十
一
月
一
日
ま

で
に
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

所
持
す
る
製
造
た
ば
こ
の
区
分
及
び
区
分
ご
と
の
数
量
並
び
に
当
該
数
量
の
う
ち
売
渡
し
等
が
行
わ
れ
た
も
の
に
よ
り
算
出
し
た
県
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
と
な

る
製
造
た
ば
こ
の
本
数

二

前
号
の
課
税
標
準
と
な
る
製
造
た
ば
こ
の
本
数
に
よ
り
算
定
し
た
前
項
の
規
定
に
よ
る
県
た
ば
こ
税
額

三

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
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24

附
則
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
者
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
、
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
市
町
村
た
ば
こ
税
に
係
る
申

告
書
又
は
所
得
税
法
等
改
正
法
附
則
第
五
十
一
条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
た
ば
こ
税
に
係
る
申
告
書
と
併
せ
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に

規
定
す
る
市
町
村
長
又
は
税
務
署
長
に
提
出
し
た
と
き
は
、
そ
の
提
出
を
受
け
た
市
町
村
長
又
は
税
務
署
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
受
理
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
申
告
書
は
、
知
事
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

25

附
則
第
二
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
当
該
申
告
書
に
記
載
し
た
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
県
た
ば

こ
税
額
に
相
当
す
る
金
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

26

附
則
第
二
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
県
た
ば
こ
税
を
課
す
る
場
合
に
は
、
同
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
口
県

税
賦
課
徴
収
条
例
（
以
下
「
平
成
三
十
三
年
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
県
た
ば
こ
税
に
関
す
る
部
分
（
平
成
三
十
三
年
改
正
後
の
条
例
第
六
十
五
条
第

一
項
、
第
六
十
五
条
の
二
、
第
六
十
五
条
の
三
、
第
六
十
五
条
の
五
及
び
第
六
十
五
条
の
七
の
規
定
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
平
成
三
十
三
年
改
正
後
の
条
例
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
六
十
五
条
第
二
項

前
項

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
山
口
県
条
例
第
四

十
号
。
次
項
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
十
二
項

第
六
十
五
条
第
三
項

第
一
項

平
成
三
十
年
改
正
条
例
附
則
第
二
十
二
項

27

卸
売
販
売
業
者
等
が
、
販
売
契
約
の
解
除
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
小
売
販
売
業
者
に
売
り
渡
し
た
製
造
た
ば
こ
の
う
ち
、
附
則
第
二
十
二
項
の
規
定

に
よ
り
県
た
ば
こ
税
を
課
さ
れ
た
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
返
還
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
県
た
ば
こ
税
に
相
当
す
る
金
額
を
、
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
第

六
十
五
条
の
七
の
規
定
に
準
じ
て
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
製
造
た
ば
こ
に
つ
き
納
付
さ
れ
た
、
又
は
納
付
さ
れ
る
べ
き
県
た
ば
こ
税
額
に
相
当
す
る
金
額
に
係
る

控
除
又
は
還
付
に
併
せ
て
、
当
該
卸
売
販
売
業
者
等
に
係
る
県
た
ば
こ
税
額
か
ら
控
除
し
、
又
は
当
該
卸
売
販
売
業
者
等
に
還
付
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

卸
売
販
売
業
者
等
が
同
条
例
第
六
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
べ
き
申
告
書
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
返
還
に
係
る
製
造
た

ば
こ
の
品
目
ご
と
の
本
数
に
つ
い
て
の
明
細
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

28

平
成
三
十
四
年
十
月
一
日
前
に
課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
っ
た
県
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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平
成
三
十
年
七
月
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
四
十
一
号

身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
山
口
県
条
例
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
章

山
口
県
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
第
三
条－

第
十
条
）

第
三
章

削
除

」
を
「
第
二
章

山
口
県
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
第
三
条－

第
十
三
条
）
」

に
、
「
第
四
章
」
を
「
第
三
章
」
に
、
「
第
五
章
」
を
「
第
四
章
」
に
、
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
三
条
」
に
、
「
第
六
章
」
を
「
第
五
章
」
に
、
「
第
二
十
七

条
」
を
「
第
二
十
四
条
」
に
改
め
る
。

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
開
館
日
）

第
四
条

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
日
を
除
き
、
毎
日
開
館
す
る
。

一

水
曜
日

二

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日

三

十
二
月
二
十
八
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の
日
（
前
号
に
掲
げ
る
日
を
除
く
。
）

⚒

知
事
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
日
に
開
館
し
、
又
は
臨
時
に
閉
館
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
開
館
時
間
）

第
五
条

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
開
館
時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

と
す
る
。

⚒

知
事
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
開
館
時
間
を
延
長
し
、
又
は
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
利
用
の
手
続
）

第
六
条

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
の
定
め
る
手
続
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
利
用
の
制
限
）

第
七
条

知
事
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
者
（
次
条
に
お
い
て
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
と
き
は
、
そ
の
利
用
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。

一

こ
の
章
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

二

知
事
の
指
示
に
従
わ
な
い
と
き
。

第
八
条
及
び
第
九
条
を
削
り
、
第
十
条
を
第
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
九
条

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
は
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
つ
て
知
事
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
章

に
お
い
て
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
に
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

一

第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
に
開
館
し
、
又
は
臨
時
に
閉
館
す
る
こ
と
。

三

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
開
館
時
間
を
延
長
し
、
又
は
短
縮
す
る
こ
と
。

四

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
利
用
を
拒
む
こ
と
。

五

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

⚒

指
定
管
理
者
は
、
前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
に
開
館
し
、
又
は
臨
時
に
閉
館
す
る
場
合
に
は
、
知
事
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

⚓

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
第
五
条
第
一
項
の
開
館
時
間
を
延
長
し
、
又
は
短
縮
す
る
場
合
に
は
、
知
事
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚔

指
定
管
理
者
が
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第
七
条
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
知
事
」
と
あ

る
の
は
、
「
指
定
管
理
者
」
と
す
る
。

（
指
定
管
理
者
の
指
定
）

第
十
条

知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
公
募
す
る
も
の
と
す
る
。

⚒

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
募
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
応
募
の
時
期
及
び
方
法
等
に
つ
い
て
公
告
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

⚓

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
募
に
応
じ
よ
う
と
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
応
募
者
」
と
い
う
。
）
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
身
体
障
害
者
福
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祉
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
係
る
事
業
計
画
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
計
画
書
」
と
い
う
。
）
に
規
則
で
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

⚔

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
応
募
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
つ
て
、
そ
の
応
募
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

事
業
計
画
書
の
内
容
が
、
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
者
の
平
等
な
利
用
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

事
業
計
画
書
の
内
容
が
、
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
効
用
を
十
分
に
発
揮
す
る
と
と
も
に
、
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
係
る
経
費
の
縮
減
を
図

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

応
募
者
が
、
事
業
計
画
書
に
沿
つ
た
管
理
を
安
定
し
て
行
う
た
め
に
必
要
な
人
的
体
制
及
び
経
済
的
基
礎
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⚕

知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
審
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
理
由
を
付
し
て
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

⚖

知
事
は
、
第
四
項
に
規
定
す
る
審
査
の
結
果
、
応
募
者
の
う
ち
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
管
理
を
最
も
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
る
も
の
に
つ
い

て
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

⚗

知
事
は
、
前
各
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
適
当
な
場
合
そ
の
他
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
、
前
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⚘

知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章
を
削
る
。

第
二
章
中
第
十
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
指
定
管
理
者
が
講
ず
べ
き
措
置
）

第
十
一
条

知
事
は
、
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
す
る
と
き
は
、
個
人
情
報
（
山
口
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
三
年
山
口
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
（
第
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
）
の
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
に
当
該
指
定

管
理
者
が
講
ず
べ
き
措
置
を
明
ら
か
に
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
知
事
に
よ
る
管
理
の
業
務
の
実
施
）

第
十
二
条

知
事
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
若
し
く

は
期
間
を
定
め
て
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
場
合
又
は
指
定
管
理
者
が
天
災
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
身
体

障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
九
条
第
一
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項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条

削
除

第
四
章
を
第
三
章
と
す
る
。

第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
」
を
削
る
。

第
二
十
三
条
の
見
出
し
を
「
（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
等
）
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

⚕

第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
第
一
項
中

「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十

条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
条
第
一
項
」
と
、
「
以
下
こ
の
条
」
と
あ

る
の
は
「
第
二
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
条
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
第
十
条
第
三
項
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
条
第
四
項
」
と
、
同
条
第

六
項
中
「
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
条
第
四
項
」
と
、
「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
第

一
項
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
前
各
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
と
、
「
前
条
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
と
、
第
十
一
条
中
「
第
九
条
第
一
項

の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
第
一
項
の
」
と
、
「
第
九
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
第
一
項
各
号
」
と
、
第
十
二
条
中
「
第
九
条
第
一
項
」
と

あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
を
削
る
。

第
五
章
を
第
四
章
と
す
る
。

第
六
章
中
第
二
十
七
条
を
第
二
十
四
条
と
し
、
同
章
を
第
五
章
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

⚒

改
正
後
の
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
こ
れ
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
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の
他
の
行
為
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
改
正
後
の
条
例
第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

山
口
県
立
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
四
十
二
号

山
口
県
立
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
口
県
立
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
山
口
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
中
「
若
し
く
は
第
七
条
第
一
項
」
を
削
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
山
口
き
ら
ら
博
記
念
公
園
並
び
に
」
を
削
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
（
第
十
七
条
、
第
十
八
条
関
係
）

都
市
公
園
の
名
称

区

分

単

位

基

準

額

公
園
施
設
（
山

口
き
ら
ら
博
記

念
公
園
の
大
芝

生
広
場
（
以
下

単
に
「
大
芝
生

広
場
」
と
い

う
。
）
を
除

く
。
）
の
利
用

（
第
三
条
第
一

項
の
許
可
に
係

る
も
の
に
限

る
。
）

物
品
の
販
売
、
宣
伝
、
募
金

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も

の

一
日
に
つ
き

千
百
十
円

業
と
し
て
行
う
写
真
の
撮
影

一
台
一
日
に
つ
き

千
百
十
円

業
と
し
て
行
う
映
画
の
撮
影

及
び
興
業

一
日
に
つ
き

一
万
千
百
九
十
円

競
技
会
、
集
会
、
展
示
会
、

博
覧
会
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
催
物
（
仮
設
工
作
物
を

設
け
て
行
う
も
の
を
除
く
。

以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同

じ
。
）

一
日
に
つ
き

一
万
千
百
九
十
円
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維
新
百
年
記
念
公
園

片
添
ケ
浜
海
浜
公
園

萩
ウ
ェ
ル
ネ
ス
パ
ー
ク

山
口
き
ら
ら
博
記
念
公

園

公
園
施
設
（
大

芝
生
広
場
に
限

る
。
）
の
利
用

（
第
三
条
第
一

項
の
許
可
に
係

る
も
の
に
限

る
。
）

物
品
の
販
売
、
宣
伝
、
募
金

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も

の

一
日
に
つ
き

千
百
十
円

業
と
し
て
行
う
写
真
の
撮
影

一
台
一
日
に
つ
き

千
百
十
円

業
と
し
て
行
う
映
画
の
撮
影

及
び
興
業

一
平
方
メ
ー
ト
ル

一
日
に
つ
き

土
地
の
価
格
の
千
分
の
〇
・

二
を
超
え
な
い
額
の
範
囲
内

で
知
事
が
定
め
る
額

競
技
会
、
集
会
、
展
示
会
、

博
覧
会
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
催
物

一
平
方
メ
ー
ト
ル

一
日
に
つ
き

土
地
の
価
格
の
千
分
の
〇
・

二
を
超
え
な
い
額
の
範
囲
内

で
知
事
が
定
め
る
額

備

考一

「
土
地
の
価
格
」
と
は
、
当
該
土
地
の
適
正
な
時
価
を
い
う
。

二

時
間
を
単
位
と
す
る
場
合
の
利
用
料
金
の
基
準
額
は
、
前
記
の
利
用
料
金
の
基
準
額
を

基
準
と
し
て
知
事
が
定
め
る
。

三

業
と
し
て
行
う
映
画
の
撮
影
及
び
興
業
並
び
に
競
技
会
、
集
会
、
展
示
会
、
博
覧
会
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
催
物
の
た
め
に
大
芝
生
広
場
を
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
の
基

準
額
が
一
万
千
百
九
十
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
一
万
千
百
九
十
円
と
す
る
。

別
表
第
二
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

㈠

専
用
使
用ア

マ
チ

ュ
ア
ス

ポ
ー
ツ

及
び
営

利
又
は

宣
伝
を

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

一
万
九
千
四
百
四
十
円

二
万
五
千
九
百
二
十
円

四
万
四
百
二
十
円
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入
場

料
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る

料
金
を
徴
収
し

な
い
も
の

目
的
と

し
な
い

文
化
活

動

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

四
万
五
千
三
百
六
十
円

八
万
五
千
七
百
八
十
円

八
千
二
十
円

ア
マ
チ

ュ
ア
ス

ポ
ー
ツ

及
び
営

利
又
は

宣
伝
を

目
的
と

し
な
い

文
化
活

動
以
外

の
営
利

又
は
宣

伝
を
目

的
と
し

な
い
催

物

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

三
万
八
千
八
百
八
十
円

五
万
千
八
百
四
十
円

八
万
八
百
四
十
円

九
万
七
百
二
十
円

十
七
万
千
五
百
六
十
円

一
万
六
千
四
十
円

営
利
又

は
宣
伝

を
目
的

と
す
る

展
示
会

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

五
万
八
千
三
百
二
十
円

七
万
七
千
七
百
六
十
円

十
二
万
千
二
百
六
十
円

十
三
万
六
千
八
十
円

二
十
五
万
七
千
三
百
四
十
円

二
万
四
千
六
十
円

営
利
又

は
宣
伝

を
目
的

と
す
る

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

七
万
七
千
七
百
六
十
円

十
万
三
千
六
百
八
十
円
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フ
ィ
ー
ル

ド

展
示
会

以
外
の

営
利
又

は
宣
伝

を
目
的

と
す
る

催
物

午
後
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

十
六
万
千
六
百
九
十
円

十
八
万
千
四
百
四
十
円

三
十
四
万
三
千
百
三
十
円

三
万
二
千
九
十
円

入
場
料
そ
の
他
こ
れ

に
類
す
る
料
金
を
徴
収
す
る
も
の

ア
マ
チ

ュ
ア
ス

ポ
ー
ツ

及
び
営

利
又
は

宣
伝
を

目
的
と

し
な
い

文
化
活

動

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

三
万
八
千
八
百
八
十
円

五
万
千
八
百
四
十
円

八
万
八
百
四
十
円

九
万
七
百
二
十
円

十
七
万
千
五
百
六
十
円

一
万
六
千
四
十
円

ア
マ
チ

ュ
ア
ス

ポ
ー
ツ

及
び
営

利
又
は

宣
伝
を

目
的
と

し
な
い

文
化
活

動
以
外

の
営
利

又
は
宣

伝
を
目

的
と
し

な
い
催

物

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

七
万
七
千
七
百
六
十
円

十
万
三
千
六
百
八
十
円

十
六
万
千
六
百
九
十
円

十
八
万
千
四
百
四
十
円

三
十
四
万
三
千
百
三
十
円

三
万
二
千
九
十
円

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

十
一
万
六
千
六
百
四
十
円

山 口 県 報平成30年７月10日 火曜日 （号 外−33）
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多
目
的

ド
ー
ム

営
利
又

は
宣
伝

を
目
的

と
す
る

展
示
会

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

十
五
万
五
千
五
百
二
十
円

二
十
四
万
二
千
五
百
三
十
円

二
十
七
万
二
千
百
六
十
円

五
十
一
万
四
千
六
百
九
十
円

四
万
八
千
百
三
十
円

営
利
又

は
宣
伝

を
目
的

と
す
る

展
示
会

以
外
の

営
利
又

は
宣
伝

を
目
的

と
す
る

催
物

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

十
五
万
五
千
五
百
二
十
円

二
十
万
七
千
三
百
六
十
円

三
十
二
万
三
千
三
百
八
十
円

三
十
六
万
二
千
八
百
八
十
円

六
十
八
万
六
千
二
百
六
十
円

六
万
四
千
百
八
十
円

㈡

個
人
使
用

フ
ィ
ー
ル
ド

小
学
校
及
び
義
務
教
育
学

校
の
前
期
課
程
の
児
童
並

び
に
中
学
校
、
義
務
教
育

一
人
三
時
間
以
内

学
校
の
後
期
課
程
及
び
中

等
教
育
学
校
の
前
期
課
程

の
生
徒

高
等
学
校
及
び
中
等
教
育

学
校
の
後
期
課
程
の
生
徒

一
人
三
時
間
以
内

並
び
に
大
学
及
び
高
等
専

門
学
校
の
学
生

そ
の
他
の
者

一
人
三
時
間
以
内

百
三
十
円

二
百
七
十
円

四
百
円

山 口 県 報平成30年７月10日 火曜日 （号 外−33）
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㈢

附
属
施
設
及
び
器
具
の
使
用

第
一
セ
ミ
ナ
ー

ル
ー
ム

第
二
セ
ミ
ナ
ー

ル
ー
ム

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ル
ー
ム

ゲ
ス
ト
ル
ー
ム

器

具

一
時
間
に
つ
き

一
時
間
に
つ
き

一
時
間
に
つ
き

一
時
間
に
つ
き

一
点
、
一
組
又
は
一
式
一
回
に
つ
き

九
十
円

百
二
十
円

三
百
二
十
円

七
十
円

九
千
四
百
六
十
円
の
範
囲
内

で
知
事
が
定
め
る
額

㈣

占
用

看

板

一
点
に
つ
き

設
置
場
所
ご
と
に
表
示
部
分

の
面
積
に
応
じ
知
事
が
定
め

る
額

備

考一

㈠
の
場
合
の
利
用
料
金
の
基
準
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

㈠

入
場
料
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
料
金
を
徴
収
し
、
か
つ
、
営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と

す
る
展
示
会
そ
の
他
の
催
物
の
た
め
に
使
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
の
基
準
額
は
、
入

場
料
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
料
金
の
最
高
額
に
百
を
乗
じ
て
得
た
額
を
前
記
の
利
用
料

金
の
基
準
額
に
加
算
し
た
額
と
す
る
。

㈡

準
備
又
は
撤
去
の
た
め
に
使
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
の
基
準
額
は
、
前
記
の
利
用

料
金
の
基
準
額
の
半
額
と
す
る
。

山 口 県 報平成30年７月10日 火曜日 （号 外−33）
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㈢

維
新
百
年
記
念
公
園
の
項
陸
上
競
技
場
に
関
す
る
部
分
の
備
考
の
㈠
、
㈣
及
び
㈧
、

補
助
陸
上
競
技
場
に
関
す
る
部
分
の
備
考
の
㈠
並
び
に
ス
ポ
ー
ツ
文
化
セ
ン
タ
ー
に
関

す
る
部
分
の
備
考
一
の
㈠
は
、
こ
の
場
合
に
準
用
す
る
。

二

㈢
の
場
合
の
利
用
料
金
の
基
準
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

㈠

電
気
を
使
用
す
る
と
き
の
第
一
セ
ミ
ナ
ー
ル
ー
ム
、
第
二
セ
ミ
ナ
ー
ル
ー
ム
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ル
ー
ム
及
び
ゲ
ス
ト
ル
ー
ム
の
利
用
料
金
の
基
準
額
は
、
そ
の
実
費
に
相

当
す
る
額
を
前
記
の
利
用
料
金
の
基
準
額
に
加
算
し
た
額
と
す
る
。

㈡

維
新
百
年
記
念
公
園
の
項
補
助
陸
上
競
技
場
に
関
す
る
部
分
の
備
考
の
㈠
は
、
第
二

セ
ミ
ナ
ー
ル
ー
ム
を
使
用
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

㈠

専
用
使
用

ア
マ
チ
ュ

ア
ス
ポ
ー

ツ
及
び
営

利
又
は
宣

伝
を
目
的

と
し
な
い

文
化
活
動

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

七
千
三
十
円

九
千
三
百
八
十
円

一
万
四
千
六
百
五
十
円

一
万
六
千
四
百
十
円

三
万
千
七
十
円

二
千
九
百
三
十
円

ア
マ
チ
ュ

ア
ス
ポ
ー

ツ
及
び
営

利
又
は
宣

伝
を
目
的

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

一
万
四
千
七
十
円

一
万
八
千
七
百
六
十
円

二
万
九
千
三
百
十
円
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入
場
料
そ

の
他
こ
れ
に
類
す
る

料
金
を
徴
収
し
な
い

も
の

と
し
な
い

文
化
活
動

以
外
の
営

利
又
は
宣

伝
を
目
的

と
し
な
い

催
物

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

三
万
二
千
八
百
三
十
円

六
万
二
千
百
四
十
円

五
千
八
百
六
十
円

営
利
又
は

宣
伝
を
目

的
と
す
る

展
示
会

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

二
万
千
百
円

二
万
八
千
百
四
十
円

四
万
三
千
九
百
七
十
円

四
万
九
千
二
百
四
十
円

九
万
三
千
二
百
十
円

八
千
七
百
九
十
円

営
利
又
は

宣
伝
を
目

的
と
す
る

展
示
会
以

外
の
営
利

又
は
宣
伝

を
目
的
と

す
る
催
物

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

二
万
八
千
百
四
十
円

三
万
七
千
五
百
二
十
円

五
万
八
千
六
百
二
十
円

六
万
五
千
六
百
六
十
円

十
二
万
四
千
二
百
九
十
円

一
万
千
七
百
二
十
円

ア
マ
チ
ュ

ア
ス
ポ
ー

ツ
及
び
営

利
又
は
宣

伝
を
目
的

と
し
な
い

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

一
万
四
千
七
十
円

一
万
八
千
七
百
六
十
円

二
万
九
千
三
百
十
円

三
万
二
千
八
百
三
十
円
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サ
ッ
カ
ー

・
ラ
グ
ビ

ー
場

入
場
料
そ
の
他
こ
れ

に
類
す
る
料
金
を
徴

収
す
る
も
の

文
化
活
動

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

六
万
二
千
百
四
十
円

五
千
八
百
六
十
円

ア
マ
チ
ュ

ア
ス
ポ
ー

ツ
及
び
営

利
又
は
宣

伝
を
目
的

と
し
な
い

文
化
活
動

以
外
の
営

利
又
は
宣

伝
を
目
的

と
し
な
い

催
物

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

二
万
八
千
百
四
十
円

三
万
七
千
五
百
二
十
円

五
万
八
千
六
百
二
十
円

六
万
五
千
六
百
六
十
円

十
二
万
四
千
二
百
九
十
円

一
万
千
七
百
二
十
円

営
利
又
は

宣
伝
を
目

的
と
す
る

展
示
会

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

四
万
二
千
二
百
十
円

五
万
六
千
二
百
八
十
円

八
万
七
千
九
百
四
十
円

九
万
八
千
四
百
九
十
円

十
八
万
六
千
四
百
三
十
円

一
万
七
千
五
百
八
十
円

営
利
又
は

宣
伝
を
目

的
と
す
る

展
示
会
以

外
の
営
利

又
は
宣
伝

を
目
的
と

す
る
催
物

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

五
万
六
千
二
百
八
十
円

七
万
五
千
四
十
円

十
一
万
七
千
二
百
五
十
円

十
三
万
千
三
百
二
十
円

二
十
四
万
八
千
五
百
八
十
円
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延
長
料
一
時
間
に
つ
き

二
万
三
千
四
百
五
十
円

㈡

個
人
使
用

小
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
の
児

童
並
び
に
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課

一
人
三
時
間
以
内

程
及
び
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
の
生
徒

高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
の

生
徒
並
び
に
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
学
生

一
人
三
時
間
以
内

そ
の
他
の
者

一
人
三
時
間
以
内

八
十
円

百
六
十
円

二
百
三
十
円

㈢

器
具
の
使
用

一
点
、
一
組
又
は
一
式
一
回
に
つ
き

千
五
百
七
十
円
の
範
囲
内
で

知
事
が
定
め
る
額

備

考維
新
百
年
記
念
公
園
の
項
陸
上
競
技
場
に
関
す
る
部
分
の
備
考
の
㈠
、
㈣
及
び
㈧
、
補
助
陸

上
競
技
場
に
関
す
る
部
分
の
備
考
の
㈠
、
ス
ポ
ー
ツ
文
化
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
部
分
の
備
考
一

の
㈠
並
び
に
山
口
き
ら
ら
博
記
念
公
園
の
項
多
目
的
ド
ー
ム
に
関
す
る
部
分
の
備
考
一
の
㈠
及

び
㈡
は
、
㈠
の
場
合
に
準
用
す
る
。

㈠

専
用
使
用

ア
マ
チ
ュ

ア
ス
ポ
ー

ツ
及
び
営

利
又
は
宣

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

五
千
六
百
四
十
円

七
千
五
百
二
十
円

一
万
千
七
百
六
十
円

山 口 県 報平成30年７月10日 火曜日 （号 外−33）

二
三



山
口
き
ら

ら
博
記
念

公
園

入
場
料
そ

の
他
こ
れ
に
類
す
る

料
金
を
徴
収
し
な
い

も
の

伝
を
目
的

と
し
な
い

文
化
活
動

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

一
万
三
千
百
七
十
円

二
万
四
千
九
百
四
十
円

二
千
三
百
五
十
円

ア
マ
チ
ュ

ア
ス
ポ
ー

ツ
及
び
営

利
又
は
宣

伝
を
目
的

と
し
な
い

文
化
活
動

以
外
の
営

利
又
は
宣

伝
を
目
的

と
し
な
い

催
物

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

一
万
千
二
百
九
十
円

一
万
五
千
五
十
円

二
万
三
千
五
百
三
十
円

二
万
六
千
三
百
五
十
円

四
万
九
千
八
百
八
十
円

四
千
七
百
十
円

営
利
又
は

宣
伝
を
目

的
と
す
る

展
示
会

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

一
万
六
千
九
百
四
十
円

二
万
二
千
五
百
八
十
円

三
万
五
千
三
百
円

三
万
九
千
五
百
二
十
円

七
万
四
千
八
百
二
十
円

七
千
六
十
円

営
利
又
は

宣
伝
を
目

的
と
す
る

展
示
会
以

外
の
営
利

又
は
宣
伝

を
目
的
と

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

二
万
二
千
五
百
八
十
円

三
万
百
十
円

四
万
七
千
六
十
円

五
万
二
千
七
百
円

山 口 県 報平成30年７月10日 火曜日 （号 外−33）

二
四



ス
ポ
ー
ツ

広
場

す
る
催
物

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

九
万
九
千
七
百
七
十
円

九
千
四
百
十
円

入
場
料
そ

の
他
こ
れ
に
類
す
る

料
金
を
徴
収
す
る
も

の

ア
マ
チ
ュ

ア
ス
ポ
ー

ツ
及
び
営

利
又
は
宣

伝
を
目
的

と
し
な
い

文
化
活
動

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

一
万
千
二
百
九
十
円

一
万
五
千
五
十
円

二
万
三
千
五
百
三
十
円

二
万
六
千
三
百
五
十
円

四
万
九
千
八
百
八
十
円

四
千
七
百
十
円

ア
マ
チ
ュ

ア
ス
ポ
ー

ツ
及
び
営

利
又
は
宣

伝
を
目
的

と
し
な
い

文
化
活
動

以
外
の
営

利
又
は
宣

伝
を
目
的

と
し
な
い

催
物

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

二
万
二
千
五
百
八
十
円

三
万
百
十
円

四
万
七
千
六
十
円

五
万
二
千
七
百
円

九
万
九
千
七
百
七
十
円

九
千
四
百
十
円

営
利
又
は

宣
伝
を
目

的
と
す
る

展
示
会

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

三
万
三
千
八
百
八
十
円

四
万
五
千
百
七
十
円

七
万
六
百
円

七
万
九
千
五
十
円

十
四
万
九
千
六
百
五
十
円

山 口 県 報平成30年７月10日 火曜日 （号 外−33）

二
五



延
長
料
一
時
間
に
つ
き

一
万
四
千
百
二
十
円

営
利
又
は

宣
伝
を
目

的
と
す
る

展
示
会
以

外
の
営
利

又
は
宣
伝

を
目
的
と

す
る
催
物

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

四
万
五
千
百
七
十
円

六
万
二
百
三
十
円

九
万
四
千
百
三
十
円

十
万
五
千
四
百
円

十
九
万
九
千
五
百
四
十
円

一
万
八
千
八
百
二
十
円

㈡

器
具
の
使
用

一
点
、
一
組
又
は
一
式
一
回
に
つ
き

九
千
四
百
六
十
円
の
範
囲
内

で
知
事
が
定
め
る
額

備

考維
新
百
年
記
念
公
園
の
項
陸
上
競
技
場
に
関
す
る
部
分
の
備
考
の
㈠
、
㈣
及
び
㈧
、
補
助
陸

上
競
技
場
に
関
す
る
部
分
の
備
考
の
㈠
、
ス
ポ
ー
ツ
文
化
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
部
分
の
備
考
一

の
㈠
並
び
に
山
口
き
ら
ら
博
記
念
公
園
の
項
多
目
的
ド
ー
ム
に
関
す
る
部
分
の
備
考
一
の
㈠
及

び
㈡
は
、
㈠
の
場
合
に
準
用
す
る
。

㈠

専
用
使
用

ア
マ
チ
ュ

ア
ス
ポ
ー

ツ
及
び
営

利
又
は
宣

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で

五
千
九
百
六
十
円

七
千
九
百
五
十
円

四
千
九
百
六
十
円

山 口 県 報平成30年７月10日 火曜日 （号 外−33）

二
六



入
場

料
そ
の
他
こ
れ
に
類

す
る
料
金
を
徴
収
し
な
い

も
の

伝
を
目
的

と
し
な
い

文
化
活
動

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

一
万
三
千
九
百
十
円

一
万
八
千
八
百
八
十
円

二
千
四
百
八
十
円

ア
マ
チ
ュ

ア
ス
ポ
ー

ツ
及
び
営

利
又
は
宣

伝
を
目
的

と
し
な
い

文
化
活
動

以
外
の
営

利
又
は
宣

伝
を
目
的

と
し
な
い

催
物

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

一
万
千
九
百
三
十
円

一
万
五
千
九
百
円

九
千
九
百
三
十
円

二
万
七
千
八
百
三
十
円

三
万
七
千
七
百
六
十
円

四
千
九
百
七
十
円

営
利
又
は

宣
伝
を
目

的
と
す
る

展
示
会

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

一
万
七
千
八
百
九
十
円

二
万
三
千
八
百
五
十
円

一
万
四
千
九
百
円

四
万
千
七
百
四
十
円

五
万
六
千
六
百
五
十
円

七
千
四
百
六
十
円

営
利
又
は

宣
伝
を
目

的
と
す
る

展
示
会
以

外
の
営
利

又
は
宣
伝

を
目
的
と

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

二
万
三
千
八
百
六
十
円

三
万
千
八
百
円

一
万
九
千
八
百
七
十
円

五
万
五
千
六
百
六
十
円

山 口 県 報平成30年７月10日 火曜日 （号 外−33）

二
七



多
目
的
広

場

す
る
催
物

午
前
九
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

七
万
五
千
五
百
三
十
円

九
千
九
百
五
十
円

入
場

料
そ
の
他

こ
れ
に
類
す
る
料
金

を
徴
収
す
る
も
の

ア
マ
チ
ュ

ア
ス
ポ
ー

ツ
及
び
営

利
又
は
宣

伝
を
目
的

と
し
な
い

文
化
活
動

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

一
万
千
九
百
三
十
円

一
万
五
千
九
百
円

九
千
九
百
三
十
円

二
万
七
千
八
百
三
十
円

三
万
七
千
七
百
六
十
円

四
千
九
百
七
十
円

ア
マ
チ
ュ

ア
ス
ポ
ー

ツ
及
び
営

利
又
は
宣

伝
を
目
的

と
し
な
い

文
化
活
動

以
外
の
営

利
又
は
宣

伝
を
目
的

と
し
な
い

催
物

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

二
万
三
千
八
百
六
十
円

三
万
千
八
百
円

一
万
九
千
八
百
七
十
円

五
万
五
千
六
百
六
十
円

七
万
五
千
五
百
三
十
円

九
千
九
百
五
十
円

営
利
又
は

宣
伝
を
目

的
と
す
る

展
示
会

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で

三
万
五
千
七
百
九
十
円

四
万
七
千
七
百
円

二
万
九
千
八
百
円

八
万
三
千
四
百
九
十
円

十
一
万
三
千
三
百
円

山 口 県 報平成30年７月10日 火曜日 （号 外−33）

二
八



延
長
料
一
時
間
に
つ
き

一
万
四
千
九
百
三
十
円

営
利
又
は

宣
伝
を
目

的
と
す
る

展
示
会
以

外
の
営
利

又
は
宣
伝

を
目
的
と

す
る
催
物

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

四
万
七
千
七
百
二
十
円

六
万
三
千
六
百
円

三
万
九
千
七
百
四
十
円

十
一
万
千
三
百
三
十
円

十
五
万
千
七
十
円

一
万
九
千
九
百
十
円

㈡

器
具
の
使
用

一
点
、
一
組
又
は
一
式
一
回
に
つ
き

九
千
四
百
六
十
円
の
範
囲
内

で
知
事
が
定
め
る
額

備

考維
新
百
年
記
念
公
園
の
項
陸
上
競
技
場
に
関
す
る
部
分
の
備
考
の
㈠
、
㈣
及
び
㈧
、
補
助
陸

上
競
技
場
に
関
す
る
部
分
の
備
考
の
㈠
、
ス
ポ
ー
ツ
文
化
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
部
分
の
備
考
一

の
㈠
並
び
に
山
口
き
ら
ら
博
記
念
公
園
の
項
多
目
的
ド
ー
ム
に
関
す
る
部
分
の
備
考
一
の
㈠
及

び
㈡
は
、
㈠
の
場
合
に
準
用
す
る
。

㈠

専
用
使
用ア

マ
チ

ュ
ア
ス

ポ
ー
ツ

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

四
百
六
十
円

六
百
十
円

千
八
十
円

山 口 県 報平成30年７月10日 火曜日 （号 外−33）

二
九



ビ
ー
チ
バ

レ
ー
場

入
場

料
そ
の
他
こ
れ

に
類
す
る
料
金
を
徴

収
し
な
い
も
の

一
面
に
つ

き

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

百
九
十
円

ア
マ
チ

ュ
ア
ス

ポ
ー
ツ

以
外
の

営
利
又

は
宣
伝

を
目
的

と
し
な

い
催
物

及
び
営

利
又
は

宣
伝
を

目
的
と

す
る
催

物

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

千
八
百
五
十
円

二
千
四
百
六
十
円

四
千
三
百
二
十
円

七
百
七
十
円

入
場
料
そ
の
他

こ
れ
に
類
す
る
料
金

を
徴
収
す
る
も
の

一
面
に
つ
き

ア
マ
チ

ュ
ア
ス

ポ
ー
ツ

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

九
百
二
十
円

千
二
百
三
十
円

二
千
百
六
十
円

三
百
九
十
円

ア
マ
チ

ュ
ア
ス

ポ
ー
ツ

以
外
の

営
利
又

は
宣
伝

を
目
的

と
し
な

い
催
物

及
び
営

利
又
は

宣
伝
を

目
的
と

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

延
長
料
一
時
間
に
つ
き

三
千
七
百
円

四
千
九
百
三
十
円

八
千
六
百
四
十
円

千
五
百
四
十
円
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す
る
催

物

㈡

器
具
の
使
用

一
点
、
一
組
又
は
一
式
一
回
に
つ
き

千
五
百
七
十
円
の
範
囲
内
で

知
事
が
定
め
る
額

備

考維
新
百
年
記
念
公
園
の
項
陸
上
競
技
場
に
関
す
る
部
分
の
備
考
の
㈠
、
㈡
、
㈣
及
び
㈧
並
び

に
山
口
き
ら
ら
博
記
念
公
園
の
項
多
目
的
ド
ー
ム
に
関
す
る
部
分
の
備
考
一
の
㈠
及
び
㈡
は
、

㈠
の
場
合
に
準
用
す
る
。

㈠

専
用
使
用

五
十
メ
ー
ト
ル

プ
ー
ル

ア
マ
チ
ュ

ア
ス
ポ
ー

ツ
及
び
営

利
又
は
宣

伝
を
目
的

と
し
な
い

催
物

一
時
間
に
つ
き

一
万
四
千
二
百
七
十
円

営
利
又
は

宣
伝
を
目

的
と
す
る

催
物

一
時
間
に
つ
き

五
万
七
千
百
円

二
十

ア
マ
チ
ュ

ア
ス
ポ
ー

ツ
及
び
営

利
又
は
宣

伝
を
目
的

一
時
間
に
つ
き

五
千
七
百
円
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水
泳
プ
ー

ル

五
メ
ー
ト

ル
プ
ー
ル

と
し
な
い

催
物

営
利
又
は

宣
伝
を
目

的
と
す
る

催
物

一
時
間
に
つ
き

二
万
二
千
八
百
三
十
円

ト
レ
ー
ニ
ン
グ

ル
ー
ム

一
時
間
に
つ
き

三
千
八
十
円

㈡

個
人
使
用

水
泳
プ
ー
ル

小
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課

程
の
児
童
並
び
に
中
学
校
、
義
務
教
育

学
校
の
後
期
課
程
及
び
中
等
教
育
学
校

一
人

の
前
期
課
程
の
生
徒

高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
の
後
期

課
程
の
生
徒
並
び
に
大
学
及
び
高
等
専

一
人

門
学
校
の
学
生

そ
の
他
の
者

一
人

二
百
七
十
円

（
六
月
一
日
か
ら
九
月
三
十

日
ま
で
の
期
間
に
あ
つ
て

は
、
二
百
三
十
円
）

五
百
四
十
円

（
六
月
一
日
か
ら
九
月
三
十

日
ま
で
の
期
間
に
あ
つ
て

は
、
四
百
八
十
円
）

八
百
二
十
円

（
六
月
一
日
か
ら
九
月
三
十

日
ま
で
の
期
間
に
あ
つ
て

は
、
七
百
二
十
円
）

ト
レ
ー
ニ
ン
グ

ル
ー
ム

小
学
校
及
び
義
務
教
育
学

校
の
前
期
課
程
の
児
童
並

び
に
中
学
校
、
義
務
教
育

一
人
三
時
間
以
内

学
校
の
後
期
課
程
及
び
中

等
教
育
学
校
の
前
期
課
程

の
生
徒

そ
の
他
の
者

一
人
三
時
間
以
内

百
五
十
円

三
百
円
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㈢

器
具
の
使
用

一
点
、
一
組
又
は
一
式
一
回
に
つ
き

二
千
八
百
四
十
円
の
範
囲
内

で
知
事
が
定
め
る
額

㈣

占
用

看

板

一
点
に
つ
き

設
置
場
所
ご
と
に
表
示
部
分

の
面
積
に
応
じ
知
事
が
定
め

る
額

備

考維
新
百
年
記
念
公
園
の
項
陸
上
競
技
場
に
関
す
る
部
分
の
備
考
の
㈡
及
び
㈧
、
補
助
陸
上
競

技
場
に
関
す
る
部
分
の
備
考
の
㈠
並
び
に
山
口
き
ら
ら
博
記
念
公
園
の
項
多
目
的
ド
ー
ム
に
関

す
る
部
分
の
備
考
一
の
㈡
は
、
㈠
の
場
合
に
準
用
す
る
。

別
表
第
三
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

山
口
き
ら

ら
博
記
念

公
園

多
目
的

ド
ー
ム

冷
暖
房
設
備

一
時
間
に
つ
き

実
費
を
勘
案
し
て
指
定
管
理

者
が
定
め
る
額

照

明

設

備

一
時
間
に
つ
き

実
費
を
勘
案
し
て
指
定
管
理

者
が
定
め
る
額

サ
ッ
カ
ー

・
ラ
グ
ビ

ー
場

照

明

設

備

一
時
間
に
つ
き

実
費
を
勘
案
し
て
指
定
管
理

者
が
定
め
る
額

ス
ポ
ー
ツ

広
場

照

明

設

備

一
時
間
に
つ
き

実
費
を
勘
案
し
て
指
定
管
理

者
が
定
め
る
額

水
泳
プ
ー

ル

照

明

設

備

一
時
間
に
つ
き

実
費
を
勘
案
し
て
指
定
管
理

者
が
定
め
る
額

附

則
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（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

⚒

改
正
後
の
山
口
県
立
都
市
公
園
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
こ
れ
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行

為
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
改
正
後
の
条
例
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

⚓

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
山
口
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
⚘
の
表
一
の
項
か
ら
七
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
削
除

二
削
除

三
削
除

四
削
除

五
削
除

六
削
除

七
削
除

別
表
第
一
の
⚘
の
表
八
の
項
中
「
（
七
の
項
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。
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